
ごみの出し方 

 
 

●家庭ごみの出し方 

◆ ごみは分別して、収集日の朝８時までにごみ集積所に出してください。 

◆ 収集日は、地区によって異なります。「ごみカレンダー」をご覧ください。 

◆ 他の地区へは、ごみを持ち込まないでください。 

◆ 指定袋に入って口が結べないものは「粗大ごみ」です。「粗大ごみの処分方法」をご覧ください。 

※ 指定袋とは、縦８０㎝、横６５㎝（容量４５ℓ）以内で透明または半透明のものです。 

◆ ごみを市のごみ処理施設へ持ち込む場合は、窓口で搬入許可を得てから搬入してください。 

 

●粗大ごみの処分方法 

指定袋に入らないものや、入っても口が結べない家庭ごみは、粗大ごみとして以下のように処分

してください。（カーペット、物干し竿、家具、布団類、畳、家電製品、自転車など） 

持ち込み 

◆ 有馬不燃物処分場または紀和リサイクルセンターへ持ち込んでください。 

◆ 処理手数料として１kg あたり３０円が必要です。 

戸別収集 

◆ 処理手数料とは別に、収集手数料として２，０００円が必要です。 

◆ 回収には立会いが必要です。また、事前に予約が必要ですのでお問い合わせください。 

⇒旧熊野市区域 ： 熊野市クリーンセンター（電話０５９７-８９-２８０４） 

⇒旧紀和町区域 ： 紀和リサイクルセンター（電話０５９７-９７-０６５０） 

 

●大量ごみ・大型ごみの処分方法 

引越し等で出た大量のごみは、集積所には出さずに、直接持ち込んでください。 

 

●木・竹・草類の処分方法 

太さ３㎝長さ５０㎝以下のものは、「燃えるごみ」として収集しています。 

ただし、大量（３袋以上）の場合は、有馬不燃物処分場へ持ち込んでください。 

また、少量でも、直接持ち込む場合は、クリーンセンターではなく、有馬不燃物処分場へ持ち込ん

でください。（焼却せずに堆肥としてリサイクルしています） 

 

●家電４品目の処分方法 

家電リサイクル法の対象品目であるエアコン、テレビ、冷蔵庫･冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、

購入した電気店、または買い替え予定の電気店で引き取ってもらってください。 

※ 詳しくは、家電リサイクル法をご覧ください。 

 

●家庭用パソコンの処分方法 

  平成１５年１０月１日以降に販売された家庭向けパソコンには、販売価格にリサイクル料金が含ま

れています。処分するパソコンのメーカーに引き取りを依頼してください。 

※ 詳しくは、家庭用パソコンの回収・リサイクルをご覧ください。 



●市では処分できないごみ 

タイヤ、バッテリー、農機具、農薬のびん、農業用ビニール、消火器、プロパンガスボンベ、オート

バイ、土石類、廃液類、注射針などは、処理困難物となりますので市では処分できません。購入店

や専門の処理業者などで引き取ってもらってください。 

 

●ごみの持ち込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○クリーンセンターへの持ち込み 
・搬入受付…月曜日～金曜日の午前８時３０分～１２時、午後１時～４時４５分 

・休 業 日…土曜日、日曜日、祝日、振替休日および年末年始（１２月３１日から１月３日） 

            ただし、３連休以上の場合は、１日は開場しています。（年末年始は除く） 

○有馬不燃物処分場への持ち込み 
・搬入受付…月曜日～金曜日の午前８時３０分～１２時、午後１時～４時４５分 

・休 業 日…土曜日、日曜日、祝日、振替休日および年末年始（１２月３１日から１月３日） 

            ただし、毎月第４日曜日は開場しています。 

○紀和リサイクルセンターへの持ち込み 
・搬入受付…月曜日～金曜日の午後１時～４時４５分 

・休 業 日…土曜日、日曜日、祝日、振替休日および年末年始（１２月３１日から１月３日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●家庭ごみの詳しい分別方法は ⇒ ごみ分別辞典（旧熊野市区域版／紀和町版） 

 

環境対策課（クリーンセンター内） 企画管理係 

〒５１９－４３２５  熊野市有馬町５２３３番地 

電話 ０５９７－８９－２８０４ 

ＦＡＸ ０５９７－８９－６５０２ 


